
いしかわ暮らしセミナー企画・運営業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本県では、首都圏・関西圏等の移住検討者や潜在的な移住希望者を対象に、移住に関する情報提供

や相談機会を提供するセミナーを継続的に実施し、「いしかわ暮らし」への関心を高め、移住希望者

の掘り起こしや実際の移住促進を図ってきた。 

令和 6 年能登半島地震等の影響により移住相談者数が減少傾向にあることを踏まえ、震災による

被災県への不安の払拭と地域の復興状況・魅力の発信を重視した新たなアプローチを展開する。従

来の移住希望者層に加え、関係人口の創出や地域への関心喚起を目的とした幅広い層を対象に、石

川県の「今」と「これから」を伝えるセミナーを実施することで、本県への理解と共感を深め、将来

的な移住・定住や地域との多様な関わりの促進につなげることを目的とする。 

 

２ 委託事業の概要 

 （１）業 務 名：いしかわ暮らしセミナー企画・運営業務 

 （２）業務内容：「いしかわ暮らしセミナー企画・運営業務」仕様書のとおり 

（３）委託期間：委託契約締結日から令和９年３月１２日まで 

（４）委託費用：２，４００千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 本プロポーザルへの参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たした者とします。 

（１）委託事業を遂行するに足る能力を有するものであること。 

（２）首都圏や関西圏等県外でのイベント企画・運営・広報についてのノウハウ等を有すること。 

（３）本プロポーザルに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない 

こと。 

 （４）石川県から競争入札の指名停止又は見積もり合わせへの参加排除を受けて、企画提案受付期間

において、指名停止期間中又は参加排除期間中にある者でないこと。 

 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に 

規定する暴力団、その他、石川県の業務を行うのにふさわしくない者でないこと。 

 （６）石川県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、企画提案書の提出 

日現在において未納がない者であること。 

 

４ 募集方法 

  ホームページにプロポーザルを実施する旨の案内を掲載する。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）受付期間 

令和８月３月６日（金）１７時まで 

（２）受付方法 

質問書（様式１）をＦＡＸ又はメール等により、いしかわ「第二のふるさと」推進実行委員会

まで送付してください。送付先は「10 問い合わせ先」に同じ。なお、提出した場合は、電話に

て到達の確認をお願いします。 



（３）質問事項の回答 

令和８年３月１１日（水）までに、質問書の提出があった者あてに、ＦＡＸまたは電子メール

で回答します。  

 

６ 審査参加申込書及び企画提案書の提出 

（１）提出期限：令和８年３月１８日（水）１７時（必着） 

（２）応募方法：持参又は郵送（ＦＡＸ、メールでの応募は不可） 

（３）提出書類：下表のとおり 

提出書類 形式 部数 様式 

①  審査参加申込書 Ａ４ １部 様式２ 

② 企画提案書 

  ・企画提案の内容 

  ・業務実施スケジュール 

  ・経費の概算見積書（内訳含む） 

Ａ４ ４部 様式任意 

②  参考資料（組織概要、過去の実績等） Ａ４ ４部 様式任意 

    

（４）提 出 先  下記「10 問い合わせ先」に同じ。 

（５）留意事項 ①一提案者（法人）が複数の企画提案をすることは認めない。 

         ②本審査に係る経費は全て提案者の負担とする。 

         ③提出された書類は、一切返却しないこととする。 

         ④プロポーザルで知り得た内容については、無断で使用しないものとする。 

         ⑤提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製するこ 

とがある。 

         ⑥書類提出後の追加、訂正等は認めないこととする。 

  

７ 審査会又は書類審査の実施 

・実施日 令和８年３月２４日（火）～２６日（木） 

 

（審査会を実施する場合） 

・審査は、原則、参加申込書が提出された順番で実施する。 

・１社あたりの時間は、１５分（プレゼンテーション１０分、質疑応答５分）とする。 

・審査会の出席者は、1社あたり３名までとする。 

・オンラインにて行うものとする。 

 

 

  



８ 審査方法   

 （１）審査基準 

 下記の評価項目に従い、提出書類及び必要に応じて実施するプレゼンテーション内容の審査を

行い、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定す

る。 

評価項目 事業目的の理解と企

画提案の内容 

・本事業の目的を的確に理解し、それに即した提案

となっているか。 

• 分析を踏まえて、ターゲット層に響く魅力的な企

画となっているか。 

• 被災地の現状や復興の歩みを前向きに伝える工夫

があるか。 

成果目標の明確性と 

広報・集客戦略 

• 本事業を通じて得られる成果（参加者数、相談件数

等）が明確に設定されているか。 

• 分析を踏まえて、ターゲット層に応じた効果的な

広報手法が提案されているか。 

• SNS や既存ネットワーク等を活用した広報展開が

計画されているか 

業務の実施体制・ 

スケジュール及び団

体の実績等 

・事業を円滑かつ確実に実施できる体制・スケジュ

ールとなっているか。 

・過去の実績（他都道府県等の類似の事業や首都圏

や関西圏等の県外で開催されたイベントや移住に

関する広報等）、セールスポイント 

価格 事業内容の質・量ともに見積金額に見合ったものと

なっているか。また、費用対効果が優れているか。 

 

（２）優先交渉権者の決定及び選考結果通知 

  ①審査において総合的に評価し、最も優れた者を優先交渉権者とする。 

   なお、優先交渉権者が辞退した場合は、次点の者を優先交渉権者とする。 

  ②選考結果通知は、別途通知する。 

   通知方法：応募者の代表者（担当者）宛ＦＡＸにて通知 

   なお、審査内容及び各事業者の企画提案内容、見積額等については、非公開とし、審査結果 

に対する異議申し立ては、一切認めない。 

 

９ 契約締結について 

   審査の結果、選定された優先交渉権者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、

契約における仕様、金額等の内容を定め、石川県財務規則を踏まえて契約を締結する。 

   したがって、優先交渉権者の決定をもって企画提案書に記載された全内容を承認するものでは

ない。 

   本事業は、地域未来交付金の交付決定を前提として企画提案を実施するものである。交付決定

が得られない場合は、今回の企画提案による委託業務の執行は行わないものとする。 

なお、上記に伴い、プロポーザル参加者または受託予定者において損害が生じた場合にあって

も、本委員会においては、その損害について一切の責任を負わない。 



 

10 問い合わせ先 

   いしかわ「第二のふるさと」推進実行委員会（石川県企画振興部地域振興課内） 

     所在地：〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１－１ 

     電 話：０７６－２２５－１３１２ 

     ＦＡＸ：０７６－２２５－１３２８ 

     メールアドレス：iju@pref.ishikawa.lg.jp 


